
学童保育所通常利用 フロー図

【学童保育所の目的】

保護者の就労や病気等により、昼間家庭において保育を受けられない児童を対象に必要な保育を行い、
遊びや生活の場を提供し、児童の健全な育成を図ることを目的とします。

保護者が17時ま
で就労（大人がだ
れもいない状況）

学童保育所の対象
になります

保護者のどなたか
が15時に帰宅

15時まで利用で
きます

保護者のどなたかが
お休み

その日は対象になり
ません

学童保育所を必要としている方が大勢います。本当に保育が必要な方が利用できるようにご協力
お願いします。

◆

◆ 変則勤務の場合、直近の勤務表を提出してください。



【一時保育所の目的】

◆保護者の就労や急病等により、一時的に家庭において保育を受けられない児童を対象に、一時的な保育

を行い、児童の健全な育成を図ることを目的とします。

◆保護者の就労、職業訓練による場合は「非定期型保育」、急病やケガ、出産、介護などの場合は「緊急型保育」

の２種類があります。

毎日（週に３日
以上）就労

週に１～２回
就労の場合

＜通常利用＞ ＜非定期型＞
原則３日前までに申し込み

学校の振替日
のみ

学校の長期休業
日（夏休み・冬
休みなど）の場
合

＜非定期型＞
１０日前に申し
込み

急病や事故等で急
遽必要となった場
合

＜緊急型＞
子どもセンターに
直接連絡してくだ
さい

学童保育所 一時保育利用フロー図

◎まずは、お電話でご相談ください
＜問い合わせ先＞ あしょろ子どもセンター 総務担当 ☎２５－２５７４

申請書１ 申請書２ 申請書２

一時保育通常利用


